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近
年
、
高
齢
者
の
不
安
に
つ

け
こ
ん
だ
悪
徳
商
法
や
お
金
の

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
消
費
者
被
害
の

相
談
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
被
害
に
あ
っ
た
高
齢
者

が
再
び
被
害
に
遭
う「
二
次
被
害
」

も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
消
費
者

ト
ラ
ブ
ル
は
高
齢
者
だ
け
で
は

な
く
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る

も
の
で
す
。
あ
な
た
は
大
丈
夫

で
も
、
家
族
は
、
友
人
は
…
。

そ
の
手
口
を
知
っ
て
い
る
だ
け

で
も
、
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

に
つ
な
が
り
ま
す
。

高
齢
者
が
狙
わ
れ
や
す
い
悪
徳

商
法
の
手
口

●「
無
料
で
家
を
点
検
し
ま
す
」

と
い
っ
て
来
訪
。

　
「
布
団
に
ダ
ニ
が
い
る
」「
床

下
に
シ
ロ
ア
リ
が
発
生
し
て

い
る
」「
水
質
に
問
題
が
あ

る
」な
ど
と
不
安
を
あ
お
り
、

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
さ

せ
る
。

●「
景
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
」「
健

康
に
よ
い
話
を
す
る
」
と

言
っ
て
会
場
に
人
を
集
め
日

用
品
な
ど
を
次
々
に
無
料
で

配
り
最
終
的
に
は
高
額
な
商

品
を
売
り
つ
け
る
。

困
っ
た
と
き
は
、
一
人
で
悩
ま
ず

誰
か
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

１
階
市
民
相
談
室
に
お
い
て

専
門
の
消
費
生
活
相
談
員
に
よ

る
消
費
生
活
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
予
約
は
不
要
で
相
談
は
無

料
で
す
。

《
消
費
生
活
相
談
窓
口
》

　
浦
添
市
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日　

10
時
～
16
時（
12
時
～
13
時
、

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

○
市
民
相
談
室

　
（
☎
８
５
１

−

５
０
５
９
）

○
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
☎
０
５
７
０

−０
６
４

−３
７
０
）

〈
消
費
者
月
間
パ
ネ
ル
展
〉

　

消
費
者
月
間
と
し
て
期
間

中
、
浦
添
市
役
所
１
階
市
民

ホ
ー
ル
に

お
い
て
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に

関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
や
、
暮
ら

し
に
役
立
つ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

配
布
な
ど
を
行
い
ま
す
。
こ
の

機
会
に
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
つ

い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
！

【
展
示
期
間
】

　
５
月
25
日（
月
）～
29
日（
金
）

【
場
所
】
市
役
所
１
階
市
民

ホ
ー
ル

 

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
方

○
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
す

る
納
付
書
で
、
銀
行
・
郵
便

局
・
信
用
金
庫
等
の
金
融
機

関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
納
め
ら
れ
ま
す
。

○
口
座
振
替
で
納
め
る
と
手
間

も
か
か
ら
ず
納
め
忘
れ
を
防

ぐ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
（
２
年
・
１
年
・
半
年
・
月
々

な
ど
割
引
有
り
）

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
電
子
納
付
が
ご

利
用
で
き
ま
す
。
ご
利
用
の

金
融
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に

よ
り
定
期
的
に
納
付
で
き
ま

す
。（
受
付
・
浦
添
年
金
事

務
所
）

※
国
民
年
金
保
険
料
や
国
民
年

金
基
金
の
掛
金
は
全
額
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

扶
養
家
族
の
分
を
支
払
っ
て

い
る
場
合
は
合
わ
せ
て
控
除

で
き
ま
す
。
申
告
に
よ
っ
て

所
得
税
や
住
民
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

 

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
と
き

　
収
入
の
減
少
や
失
業
等
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
の
が
経
済

的
に
難
し
い
場
合
は
、
未
納
の

ま
ま
に
し
な
い
で
「
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

法
定
免
除
に
つ
い
て

　
次
に
該
当
す
る
場
合
、
届
出

を
す
れ
ば
本
人
の
所
得
に
関
係

な
く
国
民
年
金
保
険
料
が
全
額

免
除
さ
れ
ま
す
。

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
方

・
障
害
年
金
（
１
・
２
級
）
を

受
け
て
い
る
方
な
ど

 

任
意
加
入

　
60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
（
25
年
）
を

満
た
し
て
い
な
い
方
や
、
受
け

取
る
年
金
を
増
や
し
た
い
方

は
、
60
歳
以
降
（
申
出
さ
れ
た

月
以
降
）
で
65
歳
ま
で
任
意
で

加
入
（
原
則
・
口
座
振
替
）
で

き
ま
す
（
受
給
資
格
期
間
を
満

た
し
て
い
な
い
方
は
70
歳
ま
で

の
間
）。
ま
た
、
海
外
に
居
住

す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
も
、
日

本
国
籍
で
あ
れ
ば
、
国
民
年
金

に
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

 

こ
ん
な
と
き
は
届
出
を

・
20
歳
に
な
っ
た
と
き

　
【
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
の

加
入
者
以
外
は
国
民
年
金
に

加
入
の
手
続
き
を
す
る
】
市

役
所
年
金
窓
口

・
会
社
等
を
退
職
し
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
の
資
格
を

喪
失
し
た
と
き

　
【
国
民
年
金
に
加
入
の
手
続

き
を
す
る
・
被
扶
養
者
も
同

様
】
市
役
所
年
金
窓
口

・
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た

と
き

　
【
第
３
号
被
保
険
者
へ
の
種

別
変
更
の
手
続
き
を
す
る
】

配
偶
者
の
勤
務
先

・
第
３
号
被
保
険
者
が
配
偶
者

の
扶
養
を
は
ず
れ
た
と
き

　
【
第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第

１
号
被
保
険
者
へ
の
種
別
変

更
の
手
続
き
を
し
ま
す
】
市

役
所
年
金
窓
口

・
年
金
手
帳
を
紛
失
し
た
と
き

　
【
再
交
付
の
手
続
き
を
す
る
】

　
日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
方

に
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

20
歳
を
迎
え
た
ら
、
国
民
年
金

の
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た

め
の
手
続
き
を
、
ご
自
身
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

　
月
額
１
５
，５
９
０
円
に
な
り

ま
す
。
付
加
年
金
込
み
保
険
料

は
月
額
１
５
，９
９
０
円
で
す
。

付
加
年
金
に
つ
い
て

　
付
加
保
険
料
の
月
額
は
４
０

０
円
に
な
り
ま
す
。
年
金
を
受

け
取
る
時
に
（
付
加
保
険
料
を

納
め
た
月
数
）
×
（
２
０
０
円
）

額
が
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す

る
と
き
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
基
金
制
度　

　
自
営
業
な
ど
第
１
号
被
保
険

者
は
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ

す
る
年
金
と
し
て
国
民
年
金
基

金
に
任
意
で
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
２
号
の
方
や
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
を
さ
れ
て
い
る
方

は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　
☎
０
１
２
０

−

６
５

−

４
１
９
２

※
付
加
年
金
と
国
民
年
金
基
金

は
同
時
に
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

　
平
成
31
年
春
、
沖
縄
都
市
モ

ノ
レ
ー
ル
延
長
部
分
の
開
業
に

伴
い
、
て
だ
こ
浦
西
駅
（
第
四

新
駅
）が
開
業
す
る
予
定
で
す
。

こ
れ
に
向
け
浦
添
市
で
は
、
て

だ
こ
浦
西
駅
周
辺
の
土
地
利
用

計
画
を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
一
昨
年
度
の
民
間
参

入
事
業
者
第
１
次
募
集
に
引
き

続
き
、
第
２
次
募
集
を
行
い
ま

す
。
詳
細
の
公
募
募
集
要
項
に

つ
き
ま
し
て
は
、
浦
添
市
ホ
ー

ム
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
４
月
下
旬

公
開
予
定
）
を
ご
覧
頂
く
か
、

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

公
募
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

○
４
月
下
旬　
公
募
要
項
発
表

（
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
、
浦
添
市
役
所
、
浦
添

商
工
会
議
所
等
に
て
配
布
）

○
５
月
上
旬　
公
募
説
明
会
開

催
○
６
月
末　

 

提
案
締
切

○
７
月
中
旬 

提
案
審
査

○
７
月
末　

 

内
定
事
業
者
発
表

 

公
募
概
要
（
３
分
野
を
予
定
）

（
分
野
１
）大
街
区
開
発
参
入
事

業
者

①
参
入
方
法
／
第
１
次
募
集
内
定

　
事
業
者
の
参
入
予
定
街
区
以

外
へ
の
参
入

②
想
定
候
補
事
業
／
ホ
テ
ル

（
※
）、高
層
マ
ン
シ
ョ
ン（
※
）、

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
（
※
）
高
齢
者

施
設
、
学
校
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、

商
業
施
設
、
独
立
型
店
舗
、

ス
マ
ー
ト
住
宅
分
譲
等

（
分
野
２
）
大
街
区
開
発
参
入

事
業
者
へ
の
テ
ナ
ン
ト
入

居
及
び
共
同
開
発

①
参
入
方
法
／
内
定
事
業
者
建

設
予
定
施
設
等
へ
の
テ
ナ
ン

ト
入
居
及
び
共
同
開
発（
区

分
所
有
等
）

②
想
定
候
補
事
業
／
飲
食
店
、

オ
フ
ィ
ス
、
支
店
・
出
張
所
、

ク
リ
ニ
ッ
ク
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
、
レ
ン
タ
カ
ー

営
業
所
等

（
分
野
３
）
ま
ち
づ
く
り
法
人

事
業
（
ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー
ナ

事
業
、
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー

事
業
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン

デ
ッ
キ
・
駐
車
場
管
理
）
へ

の
協
力
事
業

①
参
入
方
法
／
各
事
業
で
の
共
同

運
営
事
業
者
と
し
て
の
提
案
若

し
く
は
業
務
受
託
の
提
案

②
想
定
候
補
事
業
／
ス
ポ
ー

ツ
ア
リ
ー
ナ
で
の
共
同
運
営

や
イ
ベ
ン
ト
興
業
や
飲
食
店

等
、
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
事

業
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
、

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
・

駐
車
場
管
理
業
務
受
託
、
ま

ち
づ
く
り
法
人
へ
の
出
資
等

 

審
査
方
法

　
公
募
分
野
ご
と
に
審
査
方
法

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

四
月
下
旬
発
表
予
定
の
公
募
要

項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

注
意
事
項

（
注
意
事
項
１
）
右
記
（
※
）

に
は
参
入
で
き
る
街
区
制
限

が
あ
り
ま
す
。

（
注
意
事
項
２
）
第
２
次
募
集

公
募
概
要
は
公
募
要
項
発

表
時
に
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

（
注
意
事
項
３
）
本
公
募
で
、

内
定
と
は
「
参
入
事
業
者
候

補
者
リ
ス
ト
」
に
登
録
さ
れ

た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
後
の

調
整
後
、
参
入
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
得
ま
す
が
、
浦
添

市
、
組
合
発
起
人
会
、
そ
の

他
の
関
係
者
は
何
ら
賠
償
な

ど
の
責
任
の
義
務
を
負
わ
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

て
だ
こ
浦
西
駅
周
辺
開
発
に
お
け
る
民
間

参
入
事
業
者 

第
２
次
募
集
に
つ
い
て

■
問
い
合
わ
せ

　

土
地
区
画
整
理
組
合
指
導
室（
内
線
４
２
２
１
・
４
２
２
０
）

お知らせ

５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！
消
費
者
が
主
役
の
社
会
! !

■
問
い
合
わ
せ　

市
民
生
活
課（
内
線
３
０
１
２
）

お知らせ

知
っ
て
お
き
た
い
年
金
の
は
な
し
! !

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課　

国
民
年
金
係（
内
線
３
１
１
１

・３
１
１
６
）

お知らせ

ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
の
発
生
に
つ
い
て

■
問
い
合
わ
せ　

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
６
）

お知らせ

市
役
所
年
金
窓
口
お
よ
び
浦

添
年
金
事
務
所
（
急
ぎ
の
場

合
）

・
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

書
を
紛
失
し
た
と
き

　
【
再
交
付
の
手
続
き
を
す
る
】

浦
添
年
金
事
務
所
・
電
話
可

浦
添
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

☎
８
７
７

−

０
３
４
３

※
お
電
話
は
自
動
音
声
に
な
り
ま

す
。
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る

も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
沖
縄
県
の
海
に
は
、
猛
毒
を

持
つ
ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
が
生
息
し
、

６
月
初
め
頃
か
ら
急
激
に
成
長

し
、
人
体
へ
影
響
を
及
ぼ
す
大

き
さ
に
な
り
ま
す
。

　
例
年
、
５
月
頃
か
ら
マ
リ
ン

レ
ジ
ャ
ー
等
で
海
へ
の
出
入
り

が
多
く
な
り
、
年
間
で
１
５
０

人
前
後
の
刺
症
被
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
に
よ

る
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
に
以
下
の
点
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

①
海
水
浴
を
行
う
場
合
は
、
ハ

ブ
ク
ラ
ゲ
進
入
防
止
ネ
ッ
ト

内
側
で
泳
ぐ
こ
と
。

②
ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
進
入
防
止
ネ
ッ

ト
が
な
い
場
所
で
の
遊
泳
時

に
は
、
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
等

を
着
用
し
肌
の
露
出
は
控
え

る
こ
と
。

③
海
へ
出
か
け
る
際
に
は
食
酢

を
持
参
す
る
こ
と
。

　
も
し
、
ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
に
よ
る

被
害
が
発
生
し
た
場
合
は
以

下
の
点
を
行
う
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

①
刺
さ
れ
た
部
分
は
こ
す
ら

ず
、
食
酢
を
た
っ
ぷ
り
か
け

て
触
手
を
取
り
除
き
、
氷
等

で
冷
や
す
こ
と
。

②
近
く
の
医
療
機
関
を
事
前
に

確
認
し
、
受
診
す
る
こ
と
。


